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(57)【要約】
　義歯の製造方法は、第１の装置の物理的模型を製造す
ること、前記物理的模型をデジタル方式でスキャンする
こと、前記スキャンに基づいて、前記第１の装置に対し
て補完的である第２の装置をコンピューターモデリング
すること、および前記コンピューターモデリングから前
記第２の装置の物理的模型を製造することを含む。さら
に、義歯を製造するための装置も提供される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　義歯の製造方法であって、
　第１の装置の物理的模型を製造すること、
　前記物理的模型をデジタル方式でスキャンすること、
　前記デジタルスキャンに基づいて、前記第１の装置に対して補完的である第２の装置を
コンピューターモデリングすること、および
　前記コンピューターモデリングから前記第２の装置の物理的模型を製造すること
を含んでなる製造方法。
【請求項２】
　前記第１の装置が口腔であり、前記物理的模型が口腔の印象であり、前記第２の装置が
石膏模型である、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記物理的模型が石膏模型であり、前記第１の装置が口腔であり、前記第２の装置が義
歯床である、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記デジタルスキャンが三次元スキャニングによって達成される、請求項１に記載の方
法。
【請求項５】
　前記コンピューターモデリングがＣＡＤ技術により作り出される、請求項１に記載の方
法。
【請求項６】
　義歯の製造に使用するための石膏模型の製造方法であって、
　印象の物理的模型を製造すること、
　前記印象を収容できる大きさの容器を準備すること、
　前記容器中に、活性化により固体になる半固体材料を準備すること、
　前記印象を前記半固体材料中に挿入し、それによって前記半固体材料から前記印象の周
囲に補完的石膏を形成すること、
　前記石膏模型を形成するように前記半固体材料を活性化すること、および
　前記容器から前記石膏模型を外すこと、
を含んでなる製造方法。
【請求項７】
　前記半固体材料が、シリコン、ポリメタクリレート、および活性化により凝固する任意
のプラスチックからなる群から選択される任意の成分により製造される、請求項６に記載
の方法。
【請求項８】
　前記半固体材料が前記容器中に押し入れられる、請求項６に記載の方法。
【請求項９】
　義歯用の印象からの石膏模型の製造方法であって、
　印象をチャンバーに入れること、
　石膏模型が半液体状態になるように材料を加熱すること、
　前記半液体材料を前記チャンバーに前記印象の周囲に入れること、
　前記石膏模型を形成するように前記半液体材料を固体状態まで冷却すること、および
　前記チャンバーから前記石膏模型を外すこと
を含んでなる製造方法。
【請求項１０】
　義歯の製造装置であって、
　患者の下歯茎に対する下義歯床および上歯茎に対する上義歯床を含んでなる１対の義歯
床と、
　前記下義歯床内の、内部に穴が開いている支持板と、
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　前記上義歯床内のストライカープレートと、
　前記ストライカープレートと接するように前記穴を通り抜ける大きさのピンと
を含んでなり、
　それによって、前記ピンが前記穴を通して挿入され、前記上義歯床と前記下義歯床との
間の高径を調整し前記患者に適切な中心位を確立する、装置。
【発明の詳細な説明】
【発明の背景】
【０００１】
技術分野
　本開示は、コンピューター支援設計を利用し、義歯の製造に使用される石膏模型および
義歯床をより迅速にかつ効率的に生産するための製造技術に関する。さらに特には、本開
示は、義歯の製造に使用される印象、石膏、および義歯床を改善するための方法および装
置に関する。
【０００２】
背景技術
　総義歯または部分義歯は、欠損歯の代わりに用いるために口の中に装着される。義歯を
製造するための現在の方法は複数の工程を必要とし、それらの工程は、患者の口に携わる
だけでなく、最初模型から患者による使用のためにそれを完成させるまで様々な場面に反
復して義歯に携わる人間による観察および測定に依存する。
【０００３】
　これは時間および労働集約的な過程であり、多くの主観的測定および設計を必要とする
ため、結果として得られた義歯は必ずしも使用者にぴったり合うとは限らず、最低限にカ
スタマイズできるにすぎない。また、寸法または適合がわずかに違っていることから、得
られた義歯は、痛い所、収容および保持不足、悪臭につながる可能性がある細菌増殖、お
よび関連する健康問題などの問題を頻繁に患者に引き起こす。これらの潜在的な問題とは
別に、義歯の美観が損なわれる可能性がある。
【０００４】
　よって、義歯の製造において、義歯の患者の歯茎への適合は重要である。適合は、歯茎
の構造を正確に評価・再現し、その情報を義歯製造業者に伝達するために歯科医により行
われる手段により大部分が決定される。義歯製造業者はその義歯情報を再現する必要があ
る。以前は、この過程は、物理的模型を歯科医と義歯製造業者との間で作製し、やり取り
することにより行われていた。現在の義歯製造方法は、上下顎各々の歯茎の印象を採得す
ること、次いでその印象から顎（歯茎を含む）の「補完的(complimentary)」石膏模型を
作り出すことを必要とする。本明細書において、「補完」という用語は、一方（例えば、
歯茎）の山と谷をもう一方（例えば、石膏模型）の谷と山と合致させることを意味する。
【０００５】
　石膏模型は、印象材料を金属リングで囲んで印象ボックスを形成し、石膏粉末を水と混
合して均質な塊にし、その石膏スラリーを印象ボックスに流し、石膏スラリーを固めて石
膏鋳型を形成することにより作製する。石膏鋳型は、一般に、義歯製造過程の以降の様々
な工程に使用するために複製を作って二～三つの石膏鋳型を得るが、これらは本質的に、
石膏鋳型間の差異により誤差を生じる可能性がある。
【０００６】
　次に、石膏鋳型からアンダーカットを除いて石膏模型を形成する。さらに特には、石膏
鋳型におけるアンダーカット（例えば、上口蓋に見られる溝を反映している）は、ワック
スで塞いで石膏模型を形成する。
【０００７】
　一度、石膏模型が準備されたら、その石膏模型からカスタム義歯床を製造する。義歯床
の歯茎側は（石膏模型で再現されるように）補完的であるかまたは歯茎の輪郭に適合し、
義歯床のもう一方の側は新しい歯を保持する。カスタム義歯床は、石膏模型を使用して、
義歯床材料、例えば、アクリル系材料製の薄いシートを石膏模型に当て、義歯床材料を石
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膏模型に押し付けて義歯床材料で石膏模型の輪郭を形づくり、対象となる領域に適合する
ようにカットし、成形した材料を硬化チャンバーで光の下で硬化させることにより形成す
る。義歯床も一般に、義歯製造過程の以降の様々な工程に使用するために複製を製造し、
二～四つの義歯床を得る。
【０００８】
　上記が非常に退屈な面倒な工程であることは明らかである。これらの模型準備中に、い
ずれの時点においても誤差が生じる可能性があり、それによって最終製品義歯の整合性お
よび品質は低下する。従って、義歯製造過程に使用される石膏模型および／またはカスタ
ム義歯床を製造するためのより効率的で費用効果がある新規の方法を開発する必要がある
。
【発明の概要】
【０００９】
　本開示は、コンピューター支援設計／コンピューター支援製造（「ＣＡＤ／ＣＡＭ」）
技術を利用して石膏模型および義歯床を準備する方法を提供する。
【００１０】
　本開示はまた、現在の方法を用いるよりもずっと短い期間でより少ない材料を用いて任
意の数のより品質の高い石膏模型および／または義歯床を製造することができるように、
石膏模型および義歯床を生産する方法も提供する。
【００１１】
　本開示はさらに、歯科医による使用時に活性化することができより容易かつより迅速に
石膏模型を準備することができる新しい材料を使用することによる石膏模型製造の改善も
提供する。
【００１２】
　本開示はさらに、患者の顎間の適切な中心位および垂直距離を確立するために歯科医に
よって使用される補完的構造を有する上下義歯床の使用も提供する。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】デジタル印象、石膏模型、およびカスタム義歯床を製造するための本開示の例示
的な実施形態による方法の概略図である。
【図２】デジタル義歯床を製造するための本開示の例示的な実施形態による方法の概略図
である。
【図３】熱可塑性材料から石膏模型を製造するための本開示の例示的な実施形態による方
法の概略図である。
【図４】熱可塑性材料から石膏模型を製造するための本開示の例示的な実施形態による装
置の概略図である。
【図５Ａ】ビルトインストライカープレートを備えた第１のカスタム義歯床を製造するた
めの本開示の例示的な実施形態によるもう一つの方法の概略図である。
【図５Ｂ】ビルトインピンプレートを備えた第２のカスタム義歯床の製造を例示する図５
Ａの代替方法の概略図である。
【図６】カスタム義歯床を製造するための本開示の例示的な実施形態によるもう一つの方
法の概略図である。
【図７】図６の実施形態に使用するための予備成形義歯床の例示的な実施形態を例示する
図である。
【発明の具体的説明】
【００１４】
　「義歯」という用語は、義歯または部分義歯、人工歯、取り外し可能な歯列矯正用ブリ
ッジおよび義歯プレート（上部用および下部用の両方）、歯列矯正用リテーナーおよび器
具、ならびに保護用マウスガードおよび歯ぎしりおよび／または顎関節（ＴＭＪ）障害な
どの状態を予防するためのナイトガードを意味するように本明細書において使用される。
【００１５】
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　図面、特に図１に関しては、先行技術に関する上記のように患者の上または下歯茎の物
理的印象模型１を製造している。本開示に従って、三次元（３Ｄ）スキャナーを使用して
デジタル方式で模型１をスキャンする。好適なＣＡＤ技術を利用して歯科印象のデジタル
（または仮想）模型２を作成する。
【００１６】
　仮想石膏模型３を作り出すためにデジタル模型２を本開示のソフトウェアプログラム５
に入力する。さらに特には、ソフトウェアプログラム５により患者の歯茎のネガティブ印
象であるデジタル模型２を、患者の歯茎輪郭の実質的な複製物である仮想石膏模型３へと
変換する。いくつかの実施形態において、ソフトウェアプログラム５は、（例えば、上口
蓋に見られる溝を反映している）アンダーカットが依然として仮想石膏模型３中に残され
ているようにデジタル模型２から仮想石膏模型３への変換中にデータを操作するように設
定される。
【００１７】
　この仮想石膏模型３を使用して石膏模型４のコピーを必要な数だけ製造する。例えば、
好適なＣＡＭまたはラピッドプロトタイピング技術（付加または還元技術を利用するもの
など）を利用して仮想石膏模型３から石膏模型４を製造することができる。これらの技術
の例としては、限定されるものではないが、ステレオリソグラフィー、熱溶融樹脂法、マ
ルチジェットモデリング、およびレーザー焼結システム、ならびにコンピューター支援ミ
リング(computer aided milling)（ＣＡＭ）が挙げられる。このようにして、カスタム義
歯床を形成するための先行技術に関して記述されているように石膏模型４を使用すること
ができる。
【００１８】
　有利には、石膏模型４は、印象模型１において形成されたアンダーカットを含み、印象
模型１におけるアンダーカットは上口蓋に見られる溝を反映している。現在の技術水準に
おいて、以上に論じたように、石膏鋳型のアンダーカットは、義歯床を形成する前にワッ
クスを使用して塞ぐかまたは覆う。先行技術の石膏模型においてそのようにアンダーカッ
トを塞ぐ理由は、先行技術の石膏模型から先行技術の義歯床を外した場合に、石膏模型の
破片が砕け義歯床にはまり込む可能性があるためである。それゆえ、先行技術の石膏を使
用する場合には、アンダーカットは義歯床の品質を損なうことが分かっている。その一方
、石膏模型４は、熱可塑性物質で作られている結果として、石膏模型がアンダーカットを
維持するようにこの問題を克服することが本開示により確認された。結果として、石膏模
型４を使用して作製された結果の義歯床もアンダーカット輪郭を含むであろう。義歯床の
アンダーカットは口蓋における義歯のより良好な適合および保持を促進することが知られ
ていることから、このことによりより品質の高い義歯が提供されることが本開示により確
認された。
【００１９】
　他の実施形態において、ソフトウェアプログラム５は、別法として、石膏模型４の代わ
りにカスタム義歯床を直接製造するように設定される。この場合、ソフトウェアプログラ
ム５により患者の歯茎のネガティブ印象であるデジタル模型２を、患者の歯茎輪郭の実質
的な複製物である仮想石膏模型３へと変換し、上述のように義歯床のアンダーカットは残
す。さらに、ソフトウェアプログラム５により仮想石膏模型３を仮想カスタム義歯床模型
（示していない）へと変換し、上述の好適なＣＡＭすなわちラピッドプロトタイピング技
術を利用して所望のカスタム義歯床のコピーを必要な数だけ製造する。
【００２０】
　図２に関しては、上記の先行技術の石膏模型製造方法により手で製造された石膏模型６
を、３Ｄスキャナーを使用してデジタル方式でスキャンしている。上記ＣＡＤ／ＣＡＭ技
術を利用して１以上の複製物を作る。次いで、模型６のデジタルスキャンを用い、上述の
好適なＣＡＭすなわちラピッドプロトタイピング技術を利用して補完的義歯床７を製造す
る。
【００２１】
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　図３に関しては、石膏模型を手で製造するための改善された方法を示しており、その方
法は本開示のもう一つの態様である。容器８は半固体材料９を収容し、この半固体材料９
から石膏模型が作られる。材料９は、シリコン、ポリメタクリレート、または活性化によ
り、例えば、熱、光、または水分により凝固する任意のプラスチックで作られる。印象用
トレー１０を容器８中に押し入れ、材料９を移動させる。移動した材料９が石膏模型１１
を形成する。一度、移動した材料９が固体となると、印象用トレー１０と、容器８とを外
して石膏模型１１を準備する。例示している実施形態において、容器８から印象用トレー
１０を外してまたは外さずに、熱、水分、または光（Ｌ）を用いて移動した材料９を硬化
させる。
【００２２】
　本開示により、新規材料は、石膏を使用する必要があるたびにギプス材料(gypsum mate
rial)の水スラリーを作製する代わりに容易であまり時間がかからない調製が可能である
と考えられる。基本的には、選択される材料は使用するまで固体の状態であり、その後加
熱して半液体の石膏材料となる。これらの材料には熱膨張係数が最小のポリマーまたはポ
リマー組合せが最も好適である。これらのポリマーの理想的な組成は、温度変化により収
縮も膨張もしないものである。
【００２３】
　そのようなプラスチック石膏模型は、引っかき傷も損傷も破壊も受けないことから、現
在のギプス石膏模型と比べて多くの利点がある。また、通常必要な石膏模型の数を減らす
ことができ、製造に必要な製造と硬化の時間が短くなり、上記の方法には原材料の粉塵お
よび廃棄物がなく、リサイクルすることができる。
【００２４】
　図４に関しては、石膏模型を製造する方法は、機械１２を使用して自動化することがで
きる。機械１２は、貯蔵チャンバー１４に粉末、ビーズ、またはペレットもしくは顆粒形
態のプラスチック材料１３を収容する。要求に応じて、必要な量の材料１３が加熱装置１
５に入るように機械１２のプログラムが作成され、この加熱装置１５は所望の温度でその
材料を溶融しこの溶融材料は溶融プラスチックディスペンサー１５Ａを通じて、機械成形
壁１６Ａによって形づくられたチャンバー１６に入る。印象チャンバー１６には印象用ト
レー１７を収容する。印象チャンバー１６は、印象用トレー１７のサイズを感知する１以
上のセンサーを備え付けることができ、使用する材料１３の量に基づいて印象用トレーを
適切に囲い込むことができる。次いで、材料１３は冷却され、一度、材料が成形された後
、石膏模型および印象は成形壁１６Ａから外される。
【００２５】
　この機械１２はまた、ヒトの介入の程度を制限し、先行技術の石膏模型製造方法と比べ
て人件費を大幅に削減する。
【００２６】
　図５Ａおよび図５Ｂに関しては、改善された義歯床組合せを示している。図２に関して
上述したように、石膏模型６をスキャンし、それから上義歯床１８ａ（図５Ａ）または下
義歯床１８ｂ（図５Ｂ）を製造する。当然、本開示により、義歯床１８ａ、１８ｂは、本
開示の図１に関して開示したような任意の技術を利用して製造することも考えられる。
【００２７】
　図５Ａで示されるように、上義歯床１８ａは、上歯茎への使用を目的とし、上口蓋接面
１９ａを含む。さらに、義歯床１８ａは、上口蓋接面１９ａの反対側の表面１９ｂにビル
トインストライカープレート(built-in striker plate)２０を含めて製造する。
【００２８】
　しかしながら、図５Ｂで示されるように、下義歯床１８ｂは、下歯茎への使用を目的と
し、下口蓋接面１９ｂを含む。下義歯床１８ｂは、下口蓋接面１９ｂの反対側の表面１９
ｂにビルトインピンプレート(built-in pin plate)２１を含めて製造する。いくつかの実
施形態において、ビルトインピンプレート２１は、ストライカーピン(striker pin)２３
を受け入れるためにピン開口部２２を含めて製造し、一方、他の実施形態において、開口
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部２２は、下義歯床１８ｂを製造した後に形成する。
【００２９】
　義歯床１８ｂ、１８ａそれぞれにピンプレート２１およびストライカープレート２０を
組み込むことで、歯科医がそれらを義歯床に取り付ける必要はなくなる。使用の際、例示
するとおりピンがピンプレート２１から伸びるように、歯科医はストライカーピン２３を
口蓋接面１９ｂから穴２２を通じて義歯床１８ｂを通して入れる。義歯床１８ａ、１８ｂ
が患者の口腔に挿入されると、ストライカーピン２３はストライカープレート２０と接触
する。患者に日常的な生理的行為を行わせながら、歯科医は、義歯床１８ａと１８ｂとの
間の垂直距離を調整し所望の高径において適切な中心位を確立するためのストライカーピ
ン２３挿入距離を測定する。このように、義歯床１８ａ、１８ｂは、下義歯床１８ｂのス
トライカーピン２３が上義歯床１８ａのストライクプレート２０(strike plate 20)に打
撃の跡を形成するまたは付けるように患者に日常的な生理的行為を行わせる必要がある歯
科医による使用のために設定されている。
【００３０】
　本開示によるもう一つの態様において、カスタム義歯床は、好ましくは、図６および図
７で示されるように射出成形された、予備製造した各種の大きさの義歯床を選択すること
により製造することができる。いくつかの地点において、患者の左右の歯茎間の幅を測定
するために、測定装置を使用することができる。各種サイズの義歯床の選択についての情
報がある適当なコンピューターにこれらの測定値を入力する。歯科医は、各種大きさの義
歯床の情報と測定値との相関に基づいて患者にふさわしい義歯床を選択することができる
。
【００３１】
　ここで図６に関しては、歯科医は石膏模型２４を使用してカスタム義歯床２５を形成す
る。この場合、石膏模型２４は、いずれの望ましい方法によっても形成することができる
。歯科医は、複数の予備成形義歯床２７から患者の口腔の大きさおよび形状にぴったり合
う予備成形義歯床２６を選択する。
【００３２】
　義歯床２６は、成形用材料、例えば、限定されるものではないが、シリコン、ポリメタ
クリレート（ＰＭＭＡ）、または活性化により、例えば、熱、光、または水分により凝固
する任意のプラスチックで作られる。例示されている実施形態において、義歯床２６はＰ
ＭＭＡで作られている。
【００３３】
　歯科医は、選択した義歯床２６を石膏模型２４に押し付けて義歯床の形状を石膏模型の
形状に合わせ、その後、成形した義歯床を凝固させてカスタム義歯床２５を形成する。
【００３４】
　図６で示されるもののようないくつかの実施形態において、前記複数の予備成形義歯床
２７は実質的に平らな形状に形成され、石膏模型２４に適用する際には歯科医が曲げるか
そうでなければ変形させる。図７で示されるもののような他の実施形態において、前記複
数の予備成形義歯床２７は実質的にアーチ形状に形成され、石膏模型２４に適用する際に
歯科医が曲げたり変形させたりする必要はない。
【００３５】
　また、図６で示される、本開示は、複数の予備成形蝋堤２８および／または複数の予備
成形蝋ニュートラルゾーン２９も提供する。有利には、複数の予備成形蝋堤２８および／
または複数の予備成形蝋ニュートラルゾーン２９により患者の義歯処方内容を得るための
過程は簡易になる。
【００３６】
　例えば、使用の際、歯科医は複数の予備成形蝋堤２８から特定の蝋堤３０を選択し、選
択した蝋堤をカスタム義歯床２５に固定する。このようにして、カスタム義歯床２５と、
特定の蝋堤３０とを、患者の口腔に挿入して、その蝋堤を患者の口の形に合わせることが
できる。同様に、歯科医は複数の予備成形蝋ニュートラルゾーン２９から特定の蝋ニュー
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トラルゾーン３１を選択し、選択したニュートラルゾーンをカスタム義歯床２５に固定す
る。このようにして、カスタム義歯床２５と特定の蝋ニュートラルゾーン３１を患者の口
腔に挿入して、その蝋ニュートラルゾーンを患者の口の形に合わせることができる。
【００３７】
　特定の実施形態に特に関連して本開示を記載してきたが、上述の説明および実施例は本
発明の例示にすぎないと理解すべきである。当業者ならば、本開示の精神および範囲を逸
脱することなく様々な代替および修飾を考案することができる。従って、本開示は、添付
の特許請求の範囲ないに入るそのような代替、修飾、および変形の総てを包含するように
意図されている。

【図１】 【図２】
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【図４】 【図５Ａ】

【図５Ｂ】 【図６】
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【図７】
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